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「こどもまんなか事業に係るライフデザイン啓発事業」業務委託プロポーザル実施要領 

 

大学生や企業の若手社員等の若年層をターゲットとし、若年層が正しい知識に基づき、働

き方、結婚、出産、子育て等、性別に関わらず将来の様々なライフイベントに柔軟に対応で

きるよう、ワークライフバランスの実現のため、若者が将来のライフデザインを希望を持っ

て描くことができる環境づくりを目的とする。 

ついては、本事業の業務委託について、プロポーザル方式により委託事業者の選定を行う

ため、企画提案書の募集を行う。 

 

１．業務概要 

（１）業務名 令和６年度「こどもまんなか事業に係るライフデザイン啓発事業」業務委託 

（２）業務内容 別紙仕様書のとおり   

（３）予算上限額 金６，５６９，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

（４）委託期間 契約締結日から令和７年３月３１日（月）まで  

 

２．応募資格 

当プロポーザルに応募できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１）民間企業、ＮＰＯ法人、その他の法人又は法人以外の団体等であって、委託事業を的

確に遂行するに足りる能力を有するものであること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当し

ない者。  

（３）和歌山県が行う競争入札に関する入札参加資格停止の措置を受けていない者。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２項に掲げる暴力団及びこれらの利益となる行動を行う者でないこと。 

（６）国税及び県税について未納のない者。 

（７）宗教活動や政治活動を主たる目的としない者。 

 

３．全体スケジュール 

項目 期日・期限 

 公募開始（公告）  令和６年４月１５日（月） 

質問受付期限  令和６年４月３０日（火）１７時必着 

質問回答期日  令和６年５月 ９日（木）まで随時 

 プロポーザル参加表明書 提出期限 令和６年５月１０日（金）１７時必着 
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 提案書等の提出期限  令和６年５月１６日（木）１７時必着 

選定委員会  令和６年５月下旬（予定） 

 委託業者決定通知 選定委員会の翌日以降 

 

４．応募手続 

（１）プロポーザル質問及び回答 

プロポーザルに関する質問がある場合は、次の方法より提出すること。 

ア 質問方法 質問票（様式２）を提出する方法より質問すること。 

イ 提出期限 令和６年４月３０日（火）１７時（必着） 

ウ 提出場所 １３．参照 

エ 提出方法 電子メール、郵送又は持参のいずれか。 

       電子メールまたは郵送提出の場合は、提出後、電話（073-441-2492）で提

出したことを報告すること。 

オ 回答方法 令和６年５月９日（木）までに和歌山県こども未来課ホームページに掲載

する。なお、企画提案の内容及び評価基準に関するもの、他の応募者から

の提案書提出状況に関するものなど、公平性の確保及び公正な選考を妨

げる恐れのある質問は受け付けない。 

（２）プロポーザル参加表明書の提出 

 プロポーザルに応募する場合は、プロポーザル参加表明書を提出すること。 

参加表明書を提出しない者は当該プロポーザルに参加できない。 

ア 提出書類 プロポーザル参加表明書（様式１） 

イ 提出期限 令和６年５月１０日（金）１７時（必着） 

ウ 提出場所 １３．参照 

エ 提出方法 電子メール、郵送又は持参のいずれか。 

電子メールまたは郵送提出の場合は、提出後、電話（073-441-2492）で提

出したことを報告すること。 

 オ その他  参加表明後、辞退する場合はプロポーザル応募辞退届（様式８）を記入の

上、１３．を参照し提出すること。 

（３）企画提案書類等の提出  

ア 提出書類 

応募申請者は、次に掲げる書類を提出すること。提出された書類は、理由の如何を問わず
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返却は行わない。県が必要と認める場合は追加資料を求める場合がある。 

なお、和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格（業務種目大分類が企画・広

告・手配）を有する者については、「和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資

格決定通知書」の写しを提出することにより次の⑥～⑫の提出書類を当該書類に代える

ことができる。 

① 企画提案申請書（様式３）  ・・・１部 

② 企画提案書（様式４）・・・正本１部 副本５部 

提案書に以下の内容を必ず記載すること。 

（a）実施体制 

・業務実施を行う上での人員配置（責任者及び進行管理者を明記） 

・本事業に類する事業の実施実績等 

（b）業務内容 

・基本方針と目標 

・仕様書（案）で示す各業務に対する具体的な実施内容 

（スケジュールも含めて明記すること） 

I. WEBサイトの企画業務 

 ・掲載内容のコンセプト及び構成 

 ・トップページのデザイン案 

 ・アクセス数増加のための具体的な手法 

 ・サーバー構成及び保守管理体制 

 ・次年度以降の年間管理運営費の概算（今年度の見積額に含めない） 

Ⅱ． WEBサイト掲載用動画の企画・作成業務 

 ・動画のコンセプト及び制作方針  

・若手社員向けと生徒学生（高校生年代程度）向け動画の各絵コンテ 

Ⅲ． WEBサイト広報チラシの作成業務 

 ・デザイン案 

Ⅳ．ライフデザインセミナーの企画運営・開催業務 

   ・イベント業務の運用体制 

   ・企画案の例示 

・集客のための具体的な手法 

・再委託の内容、再委託先選定方法、予定金額などを含めた外部委託方針 
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（業務の一部について再委託を予定している場合のみ） 

③ 見積書（任意様式。次の事項に留意すること）・・・正本１部 副本５部 

    ・見積の一式計上は認めない。詳細な費用明細を提出すること。 

    ・見積額には消費税及び地方消費税を含めること。 

     ・あて先は「和歌山県知事」とすること。 

     ・見積者は、契約締結権を持つ者とし、その者の印を押印すること。 

 ④ 応募資格に反しない旨の宣誓書（様式５ 要押印） ・・・１部 

⑤ 提案者の概要が分かる書類（任意様式 会社パンフレット等も可）。 ・・・１部 

⑥ 団体の概要に関する調書（様式６）・・・１部 

⑦ 役員等に関する調書（様式７）・・・１部 

 ⑧ 財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利益処分計算書又はこれらに

準ずる書類（直近１年分）・・・１部 

⑨ 団体の事業計画書及び収支予算書・・・１部 

 ⑩ 定款若しくは寄付行為及び法人登記事項証明書又はこれらに準ずる書類 ・・１部 

⑪ 法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税について未納がない旨の証明（３

ヶ月以内のもの）・・・１部  

⑫ 都道府県税について未納がない旨の証明書（３ヶ月以内のもの）・・・１部 

イ 提出期限 令和６年５月１６日（木）（１７時必着） 

ウ 提出場所 １３．参照 

エ 提出方法 郵送又は持参 

郵送提出の場合は、提出後、電話（073-441-2492）で受領確認をすること。 

（４）提出にあたっての留意事項 

ア 受付時間は平日９時から１７時４５分（最終日は１７時）までとする。 

イ 提出にかかる経費は応募者負担とする。 

ウ 見積書作成にあたっては、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業

者であるかに関わらず、見積もった金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加

算した額を見積書に記載すること。提案金額は、委託期間中の本業務にかかる費用の

見込額とする。 

 

９．委託候補者の選定方法  

（１）選定方法  

事業者の選定は、「和歌山県共生社会推進部所管公募型プロポーザル方式等事業者選定
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委員会」（以下、「選定委員会」という。）の委員による審査により行う。  

なお、選定委員会は評価項目に基づき、提出書類及びプレゼンテーションの内容により

審査・評価を行い、競争性・透明性の確保に充分に配慮しながら、企画提案の内容、事

業実施能力等の最も優れた提案をした者を委託候補者として選定する。 

（２）選定委員会  

ア 開 催 日 令和６年５月下旬のうち１日間（予定）  

イ 開催場所 県庁内会議室を予定（プロポーザル参加者に別途連絡）  

※プレゼンテーションの順番については、原則、プロポーザル提案書の受付順とする。

ウ  開催時間 プロポーザル参加者に別途連絡 

エ プレゼンテーションの所要時間 １提案者あたり２０分以内  

オ 注意事項  

① パソコン、プロジェクター等の機材は使用できない。企画提案書等書類の受付期

間内に提出した資料（受付期間内であれば、パワーポイント等で作成した紙資料

の提出は可）のみでプレゼンテーションを実施すること。 

② プレゼンテーション参加者は、他の参加者の企画提案を傍聴できない。 

③ 指定時間に10分以上遅れた場合は、審査対象としない。 

④ 指定時間に遅刻（10分未満）した参加者がプレゼンテーションを実施する場合、

プレゼンテーションの所要時間の延長は認めない。 

（３）審査項目及び評価内容 

提案のあった事業内容について、審査項目及び審査事項（予定）の項目（別紙１）に基

づき数値で評価し、契約候補者を決定する。なお、選定委員会において必要と認める審

査項目を追加する場合がある。 

（４）契約候補者の決定  

ア 各選定委員の評価点の合計が、満点の６割以上である企画提案を行った者のうち、

最高評価点を獲得した提案者１者を契約候補者と選定する。  

イ 最高評価点の者が複数となった場合は、提案金額の安価な提案者を契約候補者とす

る。  

ウ 提案者が１者の場合は、選定委員会における評価の結果、各選定委員の評価点数の

合計が満点の６割以上に達していれば、当該提案者を契約候補者とする。  

（５）審査結果の通知及び公表  

審査結果は、選定委員会の翌日以降にプロポーザル参加者に文書にて通知するととも

に、以下の項目を和歌山県こども未来課ホームページにて公表する。 

ア 契約候補者の名称及び評価点 

イ 次点以下の者の評価点（提案者は公表しない） 

 

10．参加に際しての注意事項 



6 

 

（１）失格事由 

以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格となる。 

ア 選定委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合 

イ 他の提案者と応募提案の内容又はその意思について相談を行った場合 

ウ 事業者選定終了までの間に、他の提案者に対して応募提案の内容を意図的に開示し

た場合 

エ 応募提案書類に虚偽の記載をした場合 

オ 公募要領に違反すると認められる場合 

カ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 

（２）無効事由 

以下のいずれかの事項に該当する場合は、無効とする。 

ア 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合 

イ １．（３）の予算上限額を超えた見積額を提示した場合 

（３）著作権・特許権等 

提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国

の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管理手法

等を用いた結果生じた事象に係る責任は、すべて提出者が負うこととする。 

（４）言語及び通貨 

提出書類、プレゼンテーションにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通

貨とする。 

 

11．委託契約について  

（１）契約の締結  

選定した契約候補者と県は、企画提案の内容をもとに協議のうえ、委託業務の仕様の内

容を確定し、契約を締結する。協議が整わない場合又は契約候補者が契約を辞退した場

合は、評価点が次点の者と協議する。 

また、企画提案の内容については、委託候補の提案に拘束されるものではなく、より事

業の効果を上げるため、県との協議により適宜変更を求めることがある。  

（２）契約の解除  

契約締結後であっても、次の場合には契約を解除し、委託事業者を変更することがあ

る。  

ア 提出書類に虚偽の記載があることが明らかになった場合  

イ 業務遂行の意思が認められない場合  

ウ 業務遂行能力がないと認められる場合  

エ その他、契約を継続するに堪えない事情がある場合  
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12．その他留意事項  

（１）参加者は、企画提案申請書の提出をもって、公募要領等の記載内容に同意したもの

とする。 

（２）プロポーザル参加者が本プロポーザルに要した費用については、全てプロポーザル

参加者が負担するものとする。 

（３）納入する成果品の著作権の全て（著作権法第２７条及び第２８条に規定する権利を

含む。）は、県に帰属するものとする。 

（４）情報の管理について、本業務（再委託をした場合を含む。）に関わる者は、個人情

報等の管理を適正かつ厳格に行い、事業の遂行を通じて知り得た情報を他に漏らし

てはならない。事業完了後においても同様とすること。 

（５) 受託者は、業務を一括して第三者に委託し又は請け負わせることができない。 

ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、県と協議のう

え、業務の一部を委託することができる。 

 

13．各関係書類の提出場所  

和歌山県こども未来課 （担当：松尾、坂田）  

〒６４０－８５８５ 和歌山県和歌山市小松原通１－１  

           （本館１階） 

電 話：０７３－４４１－２４９２  

メール：e1103002@pref.wakayama.lg.jp 


